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 福岡市が発注する工事及び業務委託において、受注者がコリンズ・テクリスに実績データを登録

した際に、監督員が確認する事前確認書類（「登録のための確認のお願い」）について、

より監督員から受注者への事前確認結果の通知方法を下記の通り追加いたしますので、お知らせい

たします。 

 なお、事前確認結果の通知方法が追加されたことに伴い、受注者側で行うコリンズ・テクリスの

登録手続きの手順に変更が生じることはありません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福岡市ホーム ＞ 創業・産業・ビジネス ＞ 公共工事・技術情報 ＞ 公共工事の技術情報 

＞ 土木関係の基準類 

 福岡市ホーム ＞ 創業・産業・ビジネス ＞ 公共工事・技術情報 ＞ 公共工事の技術情報 

＞ 建築工事関係の基準類 

監督員からのコリンズ・テクリスの事前確認結果の通知方法が、①・②のいずれか

となります。 

※ ②の場合では、①の場合に受注者が行っていた以下の手続きを省略できます。 

 監督員の確認結果がわかる書類をシステムへアップロード 

 監督員の確認年月日を入力 

 

 

 


